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大阪弁護士会

弁護士法23条の2の照会制度

1．本照会は法律に基づいた照会です。

本照会制度は、昭和26年の弁護士法改正により創設され、今日まで長きにわたり、
弁護士が受任事件につき証拠を収集し、事実を調査するなど、その職務活動を円滑にす
すめるために、必要不可欠なものとして、わが国の司法制度の中に定着してきました。
この照会制度は、司法における真実の発見と公正な裁判に寄与することを目的として
おり、優れて公共的なものであり、国民の基本的人権の擁護と社会正義の実現のため必
要不可欠な制度です。

本照会に対しては、法的に回答義務があります。拒否するにつき正当な理由がない限
り、回答する義務があるということは、最高裁判所を含め、多くの判決・学説において
認められているところです｡一律かつ抽象的に拒否回答すること、あるいは回答しない
ことは許されません。

自治省税務局長に対する内閣法制局（第一部長）の回答（昭和38年3月15日付）
を根拠に回答を拒否することはできないと解されています（法制意見百選693頁)。

2．本照会は弁護士会が審査して照会を求めているものです。
弁護士会は、会員弁護士から、本照会に基づく照会の申出を受けた場合、照会の内容
及び必要性について審査をして照会をしています。

3．本照会の回答は目的外使用が制限されています。

個人情報保護のため、照会申出をした弁護士はその回答を目的外に使用することを禁
じられており、弁護士会は、会員弁護士が回答を目的外使用をしないよう指導しており
ます。

4．回答書作成についてのお願い
（1）回答害のご返送は1部で結構です｡
（2）ご回答いただく際には、同封の回答書とレターパックプラスをご使用下さい。
（3）回答文書が複数枚になる場合には、可能な限りホチキス止めは避けていただければ
幸甚に存じます。

（4）独自書式で回答いただく場合は、整理番号（回答書右上記載）及び申出（担当）弁
護士名を、ご記入いただきますようお願いいたします。

5． .回答に係る費用について

ご回答いただくにつきコピー代、追加郵送料を要する場合は、回答書とともに請求明
細書を添えてご請求下さい（ご請求の際、郵券による納付の可否、あるいは銀行口座振
込みなど送金の方法についてご通知下さい)。なお、回答していただくにあたり上記コ
ピー代､追加郵送料以外の費用が発生する場合は､事加誹護士会事務局にご相談くだ
さい。

※本件照会及び回答の手続についてのお問い合わせは、下記連絡先までお願いいたします。
※照会内容についてのご不明な点は、照会書に記載の申出（担当）弁護士までお問い合わ
せいただいても結構です6
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瞳函画
個人情報保護法に関する注意書

大脇護士会
平雫陸醤?請騨!¥墾解とご協力を賜り,厚くお礼申し上げま式
さて》個人I瀞保護法態行以来弁護士法第23条の2第2卿こ基づく当会からの照会に対し,個人情報鑑識去第23条1
項を根拠に,本人の同意がない限り第三者提供できないとの理由で回答が拒否される例が散見されるようになりました。
しかしながら,弁護士法第23条の2に基づく照会に対して回答することは,個人情報保護法第23条1項の第三者提供の
制限規愈ﾜ勵槻定である同項1号のI法令に基づく場合lに該当しますので;本人の同意を得る必要まありませA毛
その理由は以下のとおりですので;個人博醗昂護法と弁護士法第23条の2との関係について正しくご溌累いただき,本件照会にご回答賜りますようお願いいたしま筑

記
1．擬士蹄23条の2に基づく腱について

弁護士法第23条の2に基づく照会制度賎直接的には弁護士ｳ浸任事件について事実を調査L証拠漬料を収集するための
孚段として機能しま揃､領度の鯛それにとどまら顎司法における真実の発見と公正な判断を支え,法的正義の実現に
寄与するという鰍じて勘洪的な意義を有しており，国民の基*的人権の擁護と社会正義の実現のために不可欠な制度であります6

本制度に基づく照会に対してば照会先は,本照会制度の公共的性格に照らして》照会制度の目的に即した必要性と合理性
力認められる限り，その報告を歩ぺきであると解されています(広島高裁岡山憩13城12年5月25畔胱斗3版暗1726号116司。

象頴講纐獺籔静篭翌饗2噸雷号鰯･内麗答弁の趣旨によっても'戦照会先に守態獅藩
るというだけでは輪ﾘ度に基づく照会に封する回答拒否の理由とはなら篭織り具体的な事案ごとに開示が正当視される郭
の有無の検討がなされる必勤§あるとされrており個閣衆質151第33 ．城13年4月6日付)，最i糊3峡においても，
情*跡前科等で回答箸力端I鎬度な勺職努を負っている場合であってさえ,照会事項禰職等の重要力浄点となっていて，
照会して厄塔を得るのでなけｵ1臓他に立証手段がないような場合には照会に回答すること力瀞される場合がある旨胤斥され
ています(糊師]56年4月14日消胱民集35巻3号620旬。
つまり，本制度に基づく照会に対しては,照会先に法的に回答難6§あり，正当な理由なく回答を拒否することは許されませ内ゎ

2．個入職臓法の趣旨

個人情報保護法は第1条において，この法律の目的として,個人情報の取扱いに伴う個人の*観昧嘘の保護｣を掲げる
だけでなく， 「個人情報の有用性に配慮しつつ,個人の権利利益を保護することを目的とする」と定めており，個人情報の保
護と利用とのバランスを取るべきことが明記さｵTていま式

同法第23条1項は,個人情報の第三者提供につい七峡に掲げる場合を除くほれあらかじめ本人の同意を得ないで》
個人データを第三識こ提供してはならない」と定め,原則とじて第三者に提供するには事謝こ本人の同勵泌要としながら
も，個人情報の保護と利用の調和を図る観点から，同項各号の例外に該当する場合に賎本人の同意I銅要としていま筑
そして〉同項1号には,例外として， 「法令に基づく場合｣が規定さｵTていま戎
3．罐学墜壹ゞ月轡号回答することが,侭人騨保諜あ"縞2羅溌&
個人情報保謹法の解釈について賎各省ｿう割ミその所管する事業者に向けて各種のガｲドﾗｲﾝを公表しており,元々そ
れらのガイドラインに賎同法第23条1項の例外規定である｢法令」の例として,弁護士法第23条の2が含まれると明冒Pするものがいくつも存在しました。

鑑無麓駕I堂鰹灘嵯轆吏黙_罎人縄保謹法噸箭峡法律に対する謝蒔に起因して'必
要とされる個人情報の提供までもが行われなくなる陥東圃割と言われる問題が発生し,社会問題化しておりま筑
鱒贄､芸驚謹_棚重騨密誕竪霧牢嘉扉言扉赫懸繍潅際謹昌議撫され
内閣府において,個人データを本人の同意なく第三者に提供できるI法令に基づく場合｣に,弁護士会の弁護士会照会に回答
する場合が該たることが，明確に確認されました。

更に内開府減情報提供の拒否など畷細菌力墹題となった例としても， 「弁篭士会職への回答｣を明記し,それ
鱗R謹菫篭墓墓驚垂驍竺謹堅逵渥蓮i藻頚飾く猟讓園y雀暴篭懲繋
醗漂 辨壼霞鑿曼迩蕊謹鉦醸緬錨喜這M溌澆基くr聴溺患z罠
関係勧寸惣各会議等を開催して，各省庁で問題となった事案を集約し,関係省庁で対応に関する情報を共有して,今後生じる
問園こ迅速に対応し法の円滑な施行を図ること力轆認されておりま筑
約､まして,個人情報保護法の鯛ﾐ上,職23条1項1号の淵に擬士鰯23熱D2力職ること棚らか
鶉鵠蕊ｷ驚熱陰墜誕雷壹蕊奎昼適忌織蕊業籟f聯鵡是鱒|蕊ご副撒濤
報保護法上本人の同意なしに第三者提供できる場合に該たることとなりますも
以上のとおり,弁護士法23条の2に基づく照会に対して回答をいただくことについて個人情報保護蹴行後も,こ罐
でと同競本人の同意は濁勺1口必要ありませんも
弁護士法照会制度の趣旨・目的に鑑み，よろしくご協力下さいますようお願いいたします．

々
６
‐
９
９
１
１
４
６
■
勺
■
凸

Ｉ
Ｉ

4．

以上


